
 

 

12／ 2 焼津市 焼津漁業協同組合 小 ○  

12／ 2 13:00 焼津市 焼津漁業協同組合 航・機 ○  

12／ 4 18:00 浜松市 浜松市福祉交流センター 小 ○ ● 

12／ 9 13:30 静岡市 清水テルサ 小 ○  

12／ 9 15:00 静岡市 清水テルサ 航海・機 ○  

12／13 10:00 御前崎市 御前崎漁業協同組合 小 ○  

部連合会が中心となり全国漁青連第2回(平成17年度)関東・北陸・東海ブロック会議を開

催しました。 

 ブロック会議には、静岡県漁青連会長平山敏郎氏(南伊豆町)、副会長鈴木精氏(稲取)

を始めとする各県青壮年組織グループ(愛知、三重、石川、福井、富山県)の代表者等31

名が参加して行われました。始めに、開催県である富山県漁協青年部連合会長道井秀樹

事)より開会の挨拶が行われ、次にJF富山漁連代表理事専務水門巧氏よ
氏(全国漁青連理

り歓迎の挨拶が

続いて、JF魚

取り組みについ

ブランド化の取

起されていた「

か、各浜での活

産地市場及び、
12／13 13:00 御前崎市 御前崎漁業協同組合 小 ○ ● 

注：講習予定は(会場・開催時間等)変更する場合がありますので、予め電話等でお問合

せください。 

▽主催・問合せ先：㈶日本船舶職員養成会中部支部 TEL：052-653-1558 

５．諸会議日程(9月13日(火)～9月26日(月))            －既報分省略－ 

9月15日(木) 県信漁連＝県信用事業推進委員会 (県水産会館) 

9月21日(水) 県漁連＝ふじのくにしずおかシーフードフェア出展者説明会 ( 〃 ) 

述べられました。 

津参事浜住博之氏より「高度衛生管理型市場を核とした販売事業改革の

て」、JFくろべ参事富山俊二氏より「漁協直売所施設における地産地消と

り組みについて」夫々講演が行われました。引き続き全国漁青連より提

JFの販売事業改革における新ビジネスモデル構想」について協議したほ

動の紹介などが行われました。翌日は、JF魚津高度化衛生管理型水産物

JFくろべ直販施設『魚の駅「生地」(いくじ)』を視察しました。 
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３．メールで食品安全情報発信「食品安全エクスプレス」 

 農水省はこのほど、食品安全情報を電子メールで毎日(月～金曜日)配信するサービス

「食品安全エクスプレス」を始めました。 

 食品エクスプレスは誰でも利用することができ、同省や厚生労働省、食品安全委員会

の食品安全に関する施策情報のほか、意見交換会やセミナーの開催情報なども見ること

ができます。 

 登録は、同ホームページの「メールマガジン」サイト(http://www.maff.go.jp/mail/i

ndex.html)から登録ができます。 

▽問合せ先：農水省消費・安全局消費者情報官 TEL:03-3502-8504 

４．海技免状更新講習・失効再交付講習(静岡県内)のお知らせ 

 海技免状の有効期間満了(満了日の1年前から満了日までの間の1年間)に際し、所定の

更新手続きをすることにより、引き続き5年間有効とする更新講習及び、失効した海技免

状の効力を回復するための失効再交付講習が、平成17年10月から12月の間に下記のとお

り県内各地で開催されますのでお知らせします。 

予定日 開始時間 市町村 会  場 種別 更新 失効 

10／ 2 18:00 浜松市 浜松市福祉交流センター 小 ○ ● 

10／13 13:30 静岡市 清水テルサ 小 ○  

10／13 15:00 静岡市 清水テルサ 航・機 ○  

11／11 13:30 静岡市 清水テルサ 小 ○  

11／11 15:00 静岡市 清水テルサ 航・機 ○  

11／12 18:00 浜松市 浜松市福祉交流センター 小 ○ ● 

11／16 13:00 松崎町 松崎町環境改善センター 小 ○  

11／16 14:30 松崎町 松崎町環境改善センター 航・機 ○  

11／26 10:00 浜松市 浜名漁業協同組合 小 ○  

１．水産庁が燃油高騰緊急対策を実施 

 水産庁は8月31日、原油価格の高騰で漁業用燃料価格が高騰しているため、漁業者への

利子補給などの緊急助成対策を9月から実施すると発表しました。 

水産庁が燃料費の高騰対策に本格的に取り組むのは、第2次石油ショックの影響が残っ

ていた85年以来となります。現在、漁船の燃料に使う重油及び軽油の価格は、昨年の3

月から約5割上昇している状況で、漁船漁業の操業経費の約15％を燃料費が占める中で、

原油価格の高騰は更に操業経費の増加を招き、漁業者の経営を圧迫しています。 

 このよう中、JF全漁連でも全国の漁業者から「限界だ」との悲鳴が上がっていること

から、4月13日「IQ堅持・燃料高騰対策等を求める緊急全国漁業代表者集会」を自民党本

部で開催するなど、浜の現状を国・関係省庁に対し訴え続けてきました。また、JFグル

ープ内においても全国各地区において漁業者集会等を開催し、関係先に窮状を訴え対策

を要請していました。 

 その結果水産庁は9月から18年3月までに次の緊急対策を実施することになりました。

①漁業系統組織に対する、燃油流通効率化支援対策(石油タンクの効率的配置など、燃油

流通の効率化に取り組む漁協系統組織に対し、施設整備等の経費を助成。) ②省エネに

取り込む漁業者に対する、追加的な融資円滑化対策(低速走行や適温冷凍凍結など、省エ

ネ推進計画を実施する漁業者に対し、低利の省エネ推進緊急対策資金を設けるとともに、

保証の円滑化を図る。)  

２．全国漁青連 関東・北陸・東海ブロック会議を開催 

 全国漁青連は9月6日から7日に、関東・北陸・東海ブロック内の各県漁青連等青壮年組

織グループ相互の連絡と各種情報等意見交換を行うことを目的として、富山県漁協青年

10:00 
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